
令 和 ４ 年 度 大 槌 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ）



（歳入歳出予算の補正）

（債務負担行為の補正）

令和５年１月３１日　提出

大槌町長　　平　野　公　三

令 和 ４ 年 度 大 槌 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ　２２９，６１５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　歳入歳出それぞれ　１１，２８５，６２８千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表

　歳入歳出予算補正」による。

令和４年度大槌町一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

第２条　既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第２表　債務負担行為補正」による。







　第 ２ 表　債 務 負 担 行 為 補 正

　追　加

柾 内 地 区 集 会 所 指 定 管 理 業 務 委 託 料

（単位　千円）

事　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

４５０
自 令和 ５ 年度

令和 ５ 年度
限 度 額

至

－3－



－4－

（単位　千円）

事　　　　項
補　　正　　前

　変　更

限　度　額

補　　正　　後

期　　　　間 限　度　額 期　　　　間

中央公民館及び城山公園体育館指定管理業務委託料
自 令和 ４ 年度

７９，１２１
自

８４，０４１
至 令和 ６ 年度 至 令和 ６ 年度

令和 ４ 年度









－8－
３　歳　出

（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

9ふるさと 301,373 150,000 451,373 150,000 24積 立 金 150,000 ふるさと納税寄附積立金 150,000

づくり基

金費

10企画費 340,001 79,505 419,506 75,845 3,660 11役 務 費 745 代理納付システム手数料 745

12委 託 料 66,660 ふるさと納税事務一括代行業務委

託料 63,000

大槌町文化交流センター指定管理

業務委託料 3,660

13使用料及び 12,100 ふるさと納税ポータルサイト使用

賃 借 料 料 12,100

計 2,554,107 229,505 2,783,612 225,845 3,660

（款） 10 教育費 （項） 5 社会教育費

2公民館費 40,486 60 40,546 60 12委 託 料 60 中央公民館指定管理業務委託料 60

計 120,844 60 120,904 60

（款） 10 教育費 （項） 6 保健体育費

5城山体育 11,814 50 11,864 50 12委 託 料 50 城山公園体育館指定管理業務委託

館費 料 50

計 170,367 50 170,417 50


